
Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局

地域交通施策と介護・福祉分野における連携について

中国運輸局交通政策部

交通企画課長 鎌田 隆聖



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局

1

地域公共交通の「リ・デザイン」

自動運転
地方公共団体が地域づくりの一環として行う
バスサービスについて、実証事業を支援

交通DX

3つの共創

交通GX

MaaS
交通事業者等の連携高度化を後押しする
データ連携基盤の具体化・構築・普及を推進

交通のコスト削減・地域のCN化
車両電動化と効率的な運行管理・エネルギーマネジメント等の導入を一体的に推進

官民の共創
一定のエリアにおいて、地域でサービス水準を決定し、
事業者が複数路線を一括して長期間運行

▲茨城県境町の自動運転バスの運行

交通事業者間の共創
複数の交通事業者が共同経営を行うことにより、
垣根を越えたサービスを展開

他分野を含めた共創
地域交通と、様々な他分野との垣根を越えた事業連携を実現

A社

B社

C社

D社

乗
換
拠
点

A～D
社

郊外 市街地

医療×交通 介護×交通 エネルギー×交通 教育×交通

交通手段が重複 ネットワークの統合 エリア一括協定運行
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地域の公共交通リ・デザイン実現会議
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地域の公共交通リ・デザイン実現会議とりまとめ
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政府共通指針の策定
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介護・福祉事業の分野別指針①

各分野別（教育・福祉・農泊等）の送迎について、
・地域住民の混乗
・公共交通への委託・集約
・空き時間の活用
等を推進するための事項を明確化するため
分野別の指針・通知を策定

介護・福祉事業の分野別指針
「介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の
送迎業務の効率化及び地域交通との連携について」
を令和6年10月11日に発出
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介護・福祉事業の分野別指針②

１） 運営主体が異なる介護サービス事業者等の利用者の同乗に係る取扱い
介護サービス事業所等の送迎車両に他法人の介護サービス事業所等の利用者が同乗しても、
①両事業者間で、雇用契約又は委託契約を締結するなどして、同乗にかかる条件（費用負担や責
任の所在等）を明確にし、②送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲であり、かつ、各
事業所の通常の事業実施の範囲内であることを満たせば、介護報酬及び障害福祉サービスに係
る給付の支給対象となり、介護報酬については送迎減算が適用されず、障害福祉サービスに係る
給付については送迎加算の対象となります。
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介護・福祉事業の分野別指針③

２）介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱い
利用者の居住実態のある場所（親族の家等）と事業所間の送迎についても、 ①事業所のサービ

ス提供範囲内である等、運営上支障がなく、②利用者と利用者家族それぞれの同意が得られてい
る場合は、介護報酬の支給対象となり、送迎減算が適用されません。

３）介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱い
地域の介護サービス事業所等の送迎車両及びドライバーの空き時間を活用して、地域住民等を
送迎する取組みは、介護サービス提供時間外など施設利用者の利用に支障がない範囲で行われ
る場合には、介護報酬及び障害福祉サービスに係る給付に影響なく実施可能です。ただし、あくま
でも車両の空き時間を利用することとしたもので、地域住民と介護・福祉サービス事業所の利用者
との同乗を認めるものではありません。また、送迎サービスの提供にあたり利用者より実費を超え
て対価を受け取る場合は、許可・登録が必要です。

送迎車両及びドライバーの空き時間の活用



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局

8

介護・福祉事業の分野別指針④

４）介護サービス事業所等による送迎の委託に係る取扱い
介護サービス事業所等が単独で交通事業者に委託することに加え、運営法人が同一であるか
否かに関わらず、複数の介護サービス事業所等が共同で、それぞれの送迎業務を一括して交通
事業者へ委託しても、 ①事業者間で、同乗にかかる条件（費用負担や責任の所在等）を明確にし、

②送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲であり、かつ、各事業所の通常の事業実施
の範囲内であることを満たせば、介護報酬及び障害福祉サービスに係る給付の支給対象となり、
介護報酬については送迎減算が適用されず、障害福祉サービスに係る給付については送迎加算
の対象となります。

５）総合事業における通所型サービス等の送迎の委託に係る取扱い
総合事業における指定相当通所型サービス事業所への利用者の送迎について、総合事業の実
施主体としての市町村が、地域全体で高齢者の移動手段を確保するという視点に立ち、地域の公
共交通事業者等に外部委託を行うなど、様々な形で実施することも可能です。また、指定相当通
所型サービス以外の通所型サービスにおける送迎についても、指定相当通所型サービスの内容
を踏まえて市町村が定める基準等に従って柔軟に実施することが可能です。



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局

9

介護・福祉事業の分野別指針⑤

６）介護保険法等に基づく移動支援等に係る道路運送法の取扱い
移動支援等については、法制度上、運送サービスに対する報酬が支払われていないと扱われるものは、
有償の運送に該当せず、道路運送法上の許可・登録は不要です。

（１）訪問介護等における運送

・乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象外であり、利用者から運送の
反対給付として金銭を収受しない場合は許可・登録は不要です。

・障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及
び地域生活支援事業の移動支援事業において運送を行うことがある場合についても同様です。

（２）総合事業における訪問型サービスＢ・Ｄ及び一般介護予防事業の一環として行う運送

以下の場合、許可・登録は不要です。

・当該運送に特定した反対給付がない場合

・地域支援事業交付金等から補助されるガソリン代等の実費並びにボランティア（運送を行う者を含む。）
に対するボランティアポイント及びボランティア奨励金のみを収受する場合
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（参考）様々な移動の足の確保の方法
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（参考）乗合タクシー事業における補完的な自家用車の活用
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公共ライドシェアにより移動需要に対応している事例～鳥取県智頭町～①
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地域住民が自家用車を活用し、ドライバーとして運行を実施するAI乗合タクシー「のりりん」の運行を

開始。地域住民主体の運行体制により、地域への貢献度アップ、やりがいづくりに貢献。また雇用の
促進に寄与。（令和7年2月1日時点 町民ドライバー：26名）

公共ライドシェアにより移動需要に対応している事例～鳥取県智頭町～②
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公共ライドシェアにより移動需要に対応している事例～鳥取県智頭町～③
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公共ライドシェアにより移動需要に対応している事例～鳥取県智頭町～④
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公共ライドシェアにより移動需要に対応している事例～鳥取県智頭町～⑤
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病院送迎と公共交通を統合した事例～山口県周防大島町～①

令和6年度共創・MaaS実証プロジェクト

を活用し、路線バスと送迎交通の統合・
再編に着手

● 周防大島町の課題

・ 町内では民間バスと町営バスに加えて、町立病院への
送迎バスやスクールバスが運行しているが、これらが時
間的・空間的に重複して運行しており、利用者を奪い
合っている状態にある。

・ また、地域によっては送迎バスしか運行しておらず、移
動環境が不十分な状況である。
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奥畑線乗合タクシー
・ 決められた停留所（20カ所）で乗降
・ 決められた時間に運行
・ 運賃は乗車区間によって異なる
・ 一部半クローズ制のため、相互乗降利用できない区
間がある

大島病院患者輸送バス
・ 決められた停留所で乗降
・ 決められた時間に運行
・ 無料で乗車できるが、通院する患者さんしか利用で
きない

・ 帰りの便を利用する際は、他の患者さんが終わるの
を待たなくてはならない

奥畑線乗合タクシー（2024年10月以降）
・ 予約に応じて運行
・ 44カ所の乗降場所で乗降可能
・ スーパー、町立病院の敷地内まで乗り入れ
・ 民間バスへの乗り継ぎにより、島外まで移動可能
・ １乗車500円均一
・ 町立病院への通院患者は、今までどおり無料で利
用可能

奥畑線乗合タクシーに統合・再編

病院送迎と公共交通を統合した事例～山口県周防大島町～②



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局

19

病院送迎と公共交通を統合した事例～山口県周防大島町～③
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病院送迎と公共交通を統合した事例（山口県周防大島町）

● 統合後の住民アンケート調査結果（普段の外出頻度）



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局

21

病院送迎と公共交通を統合した事例（山口県周防大島町）

● 統合後の住民アンケート調査結果（改善点の具体例）

⇒丁寧な講習会を実施することで、90代の高齢者でもスマホから乗車予約ができるようになった事例もあり、

デマンド化やオンライン予約自体は高齢者利用の妨げとならない可能性がある。
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病院送迎と公共交通を統合した事例（山口県周防大島町）
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送迎サービスを共同委託した事例～岡山県高梁市～①

● 送迎業務の実情

・ 介護士の業務時間のうち、約3割を送迎に費やしており、かつ4割の職員が負担を感じている。

・ 一方で、送迎業務に関する悩み・苦労は顕在化しにくい。

令和6年度共創・MaaS実証プロジェクトを活用し、通所施設の共同送迎サービスを実施
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送迎サービスを共同委託した事例～岡山県高梁市～②
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送迎サービスを共同委託した事例～岡山県高梁市～③



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局

26

送迎サービスを共同委託した事例～岡山県高梁市～④
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送迎サービスを共同委託した事例～岡山県高梁市～⑤
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送迎サービスを共同委託した事例～岡山県高梁市～⑥



「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト（令和7年度）

「交通空白」解消緊急対策事業
【担当部署】
・総合政策局（地域交通課）
・物流・自動車局（旅客課）

公募期間問合せ先 各地方運輸局交通政策部交通企画課 等（別紙参照）

何らかの対応が必要な「交通空白」を抱える地域において、「交通空白」の解消に向けたサービスを実施するための仕組
みの構築を支援します！

公共ライドシェア・日本版ライドシェア等、新たに導入する交通サービスの運行主体（運行委託する場合を含む）となる地方自治体、交

通事業者、NPO法人、観光協会、商工会、社会福祉協議会等又はそれらを含んだ協議会 ※

①事業実施のための基礎データ収集・分析、協議会・説明会等開催に要する費用
（悉皆ヒアリング調査・利用予測シミュレーション、有識者謝金・会場使用料 等）

②サービス提供のために必要となる車両の導入、配車アプリ・運行管理等のシステム開発・導入、運転
者募集等に要する費用（車両の購入・リースによる取得、仕切板、ドライブレコーダー等の設置、運転者を募集
するための広告費用 等）

③実証事業に要する費用（運行経費、実証事業後の利用データ分析、路線・区域・料金設定等の検討 等）

【事業イメージ例】 以下のような検討段階から地域の合意形成までの取組みについて、ワンストップの支援を想定
○公共ライドシェア等の導入にあたり、実証運行する地域・時間帯の特定に向けた調査、利用予測シミュレーション 等
○実証運行の実施体制構築・合意形成に向けた地域内調整
○実証運行に係る車両・配車アプリ等の導入、車両改装・ラッピング、運転者募集 等
○実証運行経費・実証運行後の利用データの分析・検証 等
○本格運行に向けた住民説明会

令和７年３月10日（月）～４月７日（月）
【採択時期目安：令和７年４月中（予定）（先着順）】

500万円まで定額、500万円を超える部分は2/3（上限１億円）
※車両購入に係る費用については定額補助の対象外（車両購入は、対象事業者自身が有する車両がサービス提供のために活用することができない場合に限る）

※都道府県が主導するなど複数市町村が共同してサービスを提供することを予定している場合、補助対象経費のうち①ついては定額の引き上げ（調整中）

※一度本補助を受けた同一自治体内において同一類型の別の事業（別地域での実施）への補助を受ける場合、２件目以降の補助については１／２

▲公共ライドシェアの立ち上げ（イメージ）

補助対象事業者

補助対象経費

補助率

※応募にあたっては、自治体が「交通空白」と認める地域で実施することが要件となります。
※自治体については、「交通空白」官民・連携プラットフォームに加入していることが要件となります。 29

※ 既存路線の廃止・減便等を受けた代替交通の導入であって、かつ緊急
的な取組の必要性が高いものに限り、先んじて採択を行う場合があります



「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト（令和7年度）

共創モデル実証運行事業/モビリティ人材育成事業
【担当部署】
・総合政策局（地域交通課）

公募期間問合せ先 各地方運輸局交通政策部交通企画課 等（別紙参照）

交通を地域のくらしと一体として捉え、地域の多様な関係者の「共創」(連携・協働)※によりその維持・活性化に取り組む
実証事業、人材育成を支援します！

医療・介護・福祉
×交通

こども・子育て
×交通

教育・スポーツ・文化
×交通

商業・農業
×交通

宅配・物流
×交通

エネルギー・環境
×交通

地域・移住
×交通

金融・保険
×交通

観光・まちづくり
×交通

交通事業者等※を含む複数主体で構成される協議会や連携スキーム等（共創プラットフォーム）
※交通事業者等:一般乗合・一般乗用旅客自動車運送事業者、鉄軌道事業者、一般旅客定期航路事業者、公共ライドシェアの
 実施主体、シェアサイクル等の事業実施主体、道路運送法上の許可・登録を要しない輸送サービスの実施主体 等

※「共創」:「官民共創」・「交通事業者間共創」・「他分野共創(交通と他分野の垣根を越えた連携)」

（注）単一の事業者のみでは補助対象となりません。

新たな事業の立ち上げ及び実証運行に係る以下の経費対して支援を実施
①基礎データ収集・分析、協議会開催に要する経費（有識者謝金・会場使用料 等）

②システム構築（配車・運行管理・AIオンデマンド 等） 、実証運行に使用する車両導入（車両の購入・リース等）

 による取得・改造に要する経費
③実証事業に要する経費（新規運行に係る経費、実証環境の整備 等）

▲他分野共創の分類例

【事業例】 ※R5年度:77事業、R6年度:256事業を支援
○スクールバス・介護輸送・商業施設送迎等の地域輸送資源の混乗化、遊休時間帯における地域路線への活用
○介護予防プログラムの一環として公共交通を利用した外出を促進（介護予防財源の活用）
○教育委員会との連係による児童の登下校・部活動送迎にあわせたデマンド交通等の実証運行
○商工会議所・商工会や社会福祉協議会、観光協会、地域金融機関、農協等の地域経済界による取組 等

令和７年３月10日（月）～４月７日（月）
【採択時期目安：令和７年５月上旬（予定）】

補助対象事業者

補助率

補助対象経費
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（定額：上限3,000万円）

A 中小都市、過疎地など
（人口10万人未満の自治体）

B 地方中心都市など
（人口10万人以上の自治体）

C 大都市など
（東京23区・三大都市圏の政令指定都市）

500万円以下は定額、
500万円超部分は２／３

補助率２／３ 補助率１／３

※応募にあたっては、自治体又は運輸局の推薦を受けていることが要件となります。
※自治体については、「交通空白」官民・連携プラットフォームに加入していることが要件となります。

１．共創モデル実証運行事業

２．モビリティ人材育成事業

補助対象事業者

補助対象経費

地域における交通やまちづくりに取り組む人材の育成を行う都道府県、市町村・民間事業者等

地域交通分野におけるモビリティ人材の育成に関する取組実施経費 （注）市町村域を超えた広域的な取組に限ります。



Chugoku Transport & Tourism Bureau

中国運輸局
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参考となる資料

※昨今の制度改正等を反映した更新版を作成中https://www.mlit.go.jp/redesign/

https://www.mlit.go.jp/redesign/
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html
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